


別紙様式２
整理番号 ２

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業 事業計画期間 平成２５年度(１年間)

事業実施地区名 一ツ谷ほか地区(ひとつだに) 事業実施主体 近畿中国森林管理局

（都道府県名） (福井県) 福井森林管理署

事業の概要・目的 一ツ谷ほか地区は、福井県の嶺南地域にある敦賀市の五位川の水源地域に
位置する岩篭国有林、池ノ谷国有林、三方上中郡若狭町の八幡川上流の北清水
国有林、小浜市の松永川上流の池河内国有林、大飯郡おおい町の一ツ谷川上
流の一ツ谷国有林、野鹿谷川上流に位置する野鹿谷国有林内に位置している。

また、自然環境の維持、保全及び水源かん養等公益的機能の発揮に関する地
域の要請や過去の災害では濁水による漁業被害の発生を懸念するなど地元漁
協の関心も高いことから早急な対策が望まれている地区である。

このため、これらの要請に応えながら、過密林分化や鹿などによる剥皮により
荒廃しつつある森林を整備し林地荒廃に伴う山地災害を抑止しするとともに水土
保全機能の維持・向上を図るものである。

・主な事業内容 本数調整伐 119.73ha
丸太筋工 1,750m
獣害ﾃｰﾌﾟ巻き 119.73ha

・主な保全対象 林道 国道 鉄道 人家

・総事業費 ３９，４１９（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ７４，０３３（千円）

総 費 用（Ｃ） ３７，９０１（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １．９５

評価結果 ・必要性：過密化等により荒廃しつつある森林を放置すれば、今後の集中豪雨
等により森林荒廃が進み、山腹工崩壊が発生する恐れが高い。

水土保全機能の発揮による下流域の保全等、当事業実施の必要性
が認められる。

・効率性：事業の実施により、森林の機能増進が図られ水土保全機能の発揮
が見込まれることから、効率性が認められる。

・有効性：費用対効果分析の結果から有効性が認められる。
新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分

析及び各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、当事業により林地崩壊等の発生や下流域等への被害などの山地災
害の防止効果について、有効的に計画されているものと認められる。



別紙様式２
整理番号 ３

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林整備事業 事業計画期間 平成２５年度(１年間)

事業実施地区名 小 沢ほか地区(ｵｻﾞﾜ) 事業実施主体 近畿中国森林管理局

（都道府県名） (福井県) 福井森林管理署

事業の概要・目的 小沢ほか地区は、福井県の嶺北地域の大野市の小沢川上流の小沢国有林、
入谷川上流の入谷国有林、黒谷川上流の藤倉国有林、智那洞谷川上流の繁倉
国有林、南条郡南越前町の日野川上流の高倉国有林、藤倉谷国有林、大河内国
有林内に位置している。

また、自然環境の維持、保全及び水源かん養等公益的機能の発揮に関する地
域の要請や地元の森林整備に対する関心も高いことから早急な対策が望まれて
いる地区である。

このため、これらの要請に応えながら、過密林分化や鹿などによる剥皮により
荒廃しつつある森林を整備し林地荒廃に伴う山地災害を抑止しするとともに水土
保全機能の維持・向上を図るものである。

・主な事業内容 本数調整伐 65.81ha
丸太筋工 1,800m
獣害ﾃｰﾌﾟ巻き 65.81ha

・主な保全対象 市道 林道

・総事業費 ２１，５４３（千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） ４７，２０５（千円）

総 費 用（Ｃ） ２０，７１４（千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．２８

評価結果 ・必要性：過密化等により荒廃しつつある森林を放置すれば、今後の集中豪雨
等により森林荒廃が進み、山腹工崩壊が発生する恐れが高い。

水土保全機能の発揮による下流域の保全等、当事業実施の必要性
が認められる。

・効率性：事業の実施により、森林の機能増進が図られ水土保全機能の発揮
が見込まれることから、効率性が認められる。

・有効性：費用対効果分析の結果から有効性が認められる。
新規地区採択に当たっての審査項目（チェックリスト）、費用対効果分

析及び各観点からの評価を踏まえて総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、当事業により林地崩壊等の発生や下流域等への被害などの山地災
害の防止効果について、有効的に計画されているものと認められる。





別紙様式２
整理番号 ５

事 前 評 価 個 表

事業名 保安林改良事業 事業計画期間 平成25年（１年間）

事業実施地区名 中津岡谷 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（都道府県名） （鳥取県） 鳥取森林管理署

事業の概要・目的 当該計画箇所は 国宝三徳山投入堂の北東に位置する箇所で地形が比較的
急峻であり花崗岩を中心とした地質の林分で、降雨に伴う表土の流亡失が比
較的早期から発生することが懸念され、一部の林分においては下層植生が衰
退傾向にある。
そのため、植採木の健全な成長を促進するため、うっ閉度合いが高い林分

については適切な本数密度に調整するため不良木の伐採を行い、林内照度を
高め下層植生の生育を促し、水土保全機能を充実させ、保安林機能の維持強
化を図ることとしたい。

・主な事業内容 本数調整伐 ３.７３ha 丸太筋工５０.０m

・主な保全対象（治山事業）

・総事業費 ７５０ （千円）

費用対効果分析 総 便 益（Ｂ） １２，８１４ （千円）

総 費 用（Ｃ） ７２１ （千円）

分析結果（Ｂ／Ｃ） １７.７７

評価結果 ・必要性： 地球温暖化防止対策や国土保全、水源かん養、公益機
能の発揮等に関する地域の要請に応えるために本事業の
実施が必要である。

・効率性： 費用対効果分析の結果から十分な効率性が認められ
る。

・有効性： 国有林の地域別の森林計画に即した事業内容であり、
地域の特性を踏まえ計画的な森林整備により、森林の有
する機能を十分図られることから、事業の有効性が認め
られる。








